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第５回取引デジタルプラットフォーム官民協議会 
 

１．日 時：令和６年６月７日（金）10時00分～11時55分 
 
２．場 所：オンライン開催 
 
３．議 題 
・取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の運用状況 
・農林水産省からの説明（種苗のオンライン取引について） 
 
４．出席者 
○事業者団体 
アジアインターネット日本連盟 
オンラインマーケットプレイス協議会 
一般社団法人クリエイターエコノミー協会 
一般社団法人シェアリングエコノミー協会 
一般社団法人新経済連盟 
一般社団法人セーファーインターネット協会 
一般社団法人日本クラウドファンディング協会 
 
○独立行政法人国民生活センター 
 
○地方公共団体 
全国知事会（農林商工常任委員会委員長県） 
東京都 
 
○消費者団体 
一般社団法人全国消費者団体連絡会 
公益社団法人全国消費生活相談員協会 
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 
 
○学識経験者その他  
依田 高典 京都大学大学院経済学研究科教授 
長田 三紀 情報通信消費者ネットワーク 
日本弁護士連合会 
 
○関係行政機関  
内閣官房（デジタル市場競争本部） 
公正取引委員会 
警察庁 
個人情報保護委員会 
デジタル庁 
農林水産省 
経済産業省 

消費者庁 
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○依田議長 

定刻になりましたので、第５回「取引デジタルプラットフォーム官民協議会」を開催い

たします。 

 本日は、御多忙のところ、御参加いただきありがとうございます。 

 では、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。 

 

○事務局（消費者庁落合取引デジタルプラットフォーム消費者保護室長、以下「落合室長」） 

 おはようございます。 

本日の資料でございますが、議事次第の資料一覧に記載のとおりとなります。資料１、

それから、資料２－１から２－６まで、資料３、参考資料１から参考資料４まででござい

ます。事前にお配りしておりますが、もしお手元に見当たらない資料がございましたら、

挙手機能で教えてください。 

 それから、傍聴されている皆様におかれましては、消費者庁のウェブサイトの新着情報

欄に掲載しておりますけれども、そちらから御覧いただければと思います。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 それでは、本日の議事に入ります。 

 まずは議題１の「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の運用状況」です。 

 まずは前半部分の「Ⅰ．法第３条に関する取組の状況・法第５条に関する運用の状況」

について議論します。 

 では、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○落合室長 

御説明いたします。事前にお配りしたり、公表しておりますので、簡潔にポイントだけ

御説明いたします。 

 資料１の２ページ、法３条に関する取組の状況、５条に関する運用の状況ということで、

委託した上で調査を行っております。23社から回答をいただいているところでございます。

それから、回答については、昨年度と同じですが、取引のカテゴリーに応じて分類をして

いるところでございます。 

 ４ページ、改めて復習になりますが、左側は法３条の内容です。取引DPF提供者は通信販

売に係る取引の適正化と紛争解決の促進に資するために、３つの措置を講ずるように努め

なければならない。 

 １つ目が、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置。 

 それから、消費者から販売業者等の表示に関する苦情の申出を受けた場合の販売業者等

の販売条件等の表示の適正を確保するための措置。 
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 ３つ目が、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置ということでございます。 

 その上で、これらの取組については開示するということも行うものになっているところ

でございます。 

 ５ページ、これらについては指針、すなわち内閣府告示ですけれども定めている。ポイ

ントは、それぞれの措置に関して基本的な取組、それから、望ましい取組、ベストプラク

ティスという言い方をしていますが、それを定めているということです。ベストプラクテ

ィスについては業種・業態の差はあるものの、他の事業者の取組を見てそれを参照するこ

とによって、それを行うことで、この法律に基づく措置が容易に講じられるというもので

ございます。 

 ６ページ、まず、法３条１項１号のところでございます。ここの部分ですけれども、ま

ず、基本的な取組としてお示ししているとおりですが、業種・業態別で見ていきますと、

物販系、予約サービス系のDPFにおかれては、販売業者等の連絡先を表示している。かつ自

社で構築した連絡専用メッセージ機能等を通じて販売業者と直接の連絡を可能とされてい

るのがほぼ全社であるということであります。 

 オークション・フリマのDPFについては取引がCtoCという形でお答えになっている１社

を除き、販売業者の連絡先を表示されておられ、かつその１社も含めた全社が自社で構築

したメッセージ機能を通じて消費者と販売業者が円滑に直接連絡を取れるようにしている

ところであります。 

 クラウドファンディング系のDPFは表示の方法に差異がありますけれども、ここも連絡

専用のメッセージ機能があるというところです。 

 役務提供系は下に（※）をつけております。少しビジネスモデルに差があるのですが、

消費者と販売業者との直接の連絡先の交換は禁止されているところはあります。販売業者

等の連絡先を表示している社、表示していない社、それぞれあるものの、メッセージ機能

を通じて円滑に連絡を取れるようにしているところでございます。 

 ７ページ、望ましい取組の例のポイントだけ申し上げます。 

 イのところ、表示義務に関する専用ページ、特商法の表示義務に関する専用ページは12

社で設けられているところです。 

 ロのところ、連絡専用のメッセージ機能は先ほど申し上げたとおり、販売業者と直接連

絡を取る手段という形で限定をしたところで22社が提供されているところです。 

 ８ページの下のニになります。消費者からの連絡に正当な理由なく返信をしていない販

売業者に対する催促、これはなさっているのですが、他方で、指針には問合せがあった場

合の内部的な標準処理期間を設けてくださいとしていますが、そこは少しばらつきが見ら

れるところであります。 

 ９ページ、法律の３条１項、先ほど申し上げた２号のほうです。こちらの基本的な取組

のところは上の矢印です。回答のあった23社全てにおいて苦情受付窓口を設置し、次の矢

印ですけれども、全てにおいて苦情の調査は実施されている。ただ、業種・業態に差があ
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るので、典型的なものを示させていただいているところです。 

 10ページ、消費者からの苦情の申出の受付、これは購入後に限らず、購入前も含めて疑

義情報の通報を受け付けてくださいというもので、これも23社全てで行われているという

ことです。 

 他方で、ロの関係者への照会等で、これは監督官庁等がある場合で、どうしても物品を

扱われているところは、ある程度明確にあるケースが多いです。役務の場合というのは一

見なさそうなのですが、例えば下で回答例を示しております。これは予約サービスのDPFで

すけれども、消費生活センターや国民生活センターとのホットラインを設置している。す

なわち監督官庁等にはこういったものも含まれるので、望ましい取組の例として紹介して

おります。 

 11ページ、ハで比例的な制裁措置です。これは全ての会社が行っておられ、ニのところ、

これも販売禁止対象商品・禁止行為の明示化についても23社全てで行われている。他方で、

それを専用ページで分かりやすく周知する、これは少し取組の状況にばらつきが見られる

ところです。 

 12ページ、法３条１項３号の措置に関するところです。基本的な取組で申し上げますと

昨年よりも改善をしておりまして、特に20社がそういう基本的な情報を取られている。さ

らにこれは物販系のDPFを中心に御紹介させていただいていますけれども、写真付身分証

明書の提出を求める、事務所の外観・内観の写真の提出を求める、口座情報というところ

です。あと、下の回答例はとある物販系DPFの例ですけれども、非常に情報を丁寧に取られ

ているところであります。 

 13ページ、これは今申し上げたところと重なりますが、イのところですけれども、公的

書類の提出については23社中19社というところです。他方で、ロで銀行口座も指針で明示

されています。これは10社となって、まだ半分ぐらいというところであります。 

 14ページ、ニですが、23社全てにおいて、あらかじめ登録された情報と異なる情報に接

したときは個別に事実確認を行い、その情報の記載を求めているところであります。 

 15ページ、これは今まで申し上げた取組の開示の状況です。ここは23社中13社となって

います。一つは、今日も御参加されている事業者団体であるJOMCのウェブサイトで掲載さ

れている方、あと、個社で掲載されている方に分けられます。クラウドファンディングの

２社におかれても個別に掲載してくださっているところです。開示をするというのが非常

に重要でして、まさに消費者がこれによって開示されているDPFを選ぶところにつながり

ますので、16ページ、17ページの詳細は割愛しますけれども、そういった周知を促す取組

を行っているところです。 

 18ページ、今回は併せて消費者の意識・利用状況調査も行っておりますので、それを御

紹介します。 

 19ページ、これは委託調査でございます。全国の約１万人を対象に、取引DPFを利用して

商品・サービスを購入したことがある方、下の円グラフの青の方のうち全ての回答をして
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くださった方から構成比、地域、年代、性別を踏まえて、1,540人を抽出しているという調

査でございます。 

 20ページ、こういった方々の答えのうち、直販サイトと比べると取引DPFを選択する傾向

が見られる。これは下の円グラフでございますけれども、オレンジのところ、すなわちど

ちらかといえば取引DPFをよく利用する、取引DPFをよく利用するという方が６割程度とい

うことです。 

 それはなぜかというのが右側でございます。一つは商品の種類が豊富であったり、商品

比較が容易である。もう一つ重要な要素として、取引DPF自体への信頼性・期待がうかがわ

れるというお答えになっております。 

 21ページ、どういったものがよく買われているか、これは日用品、あと、食料品が回答

として多くありましたけれども、女性の場合は衣料品、美容・化粧品のところが多く、男

性の場合は家具・家電が多いという傾向もございました。あと、ポイントとしては出品者

情報を確認するかというところですけれども、何らかの形で確認する方も含めると、95％

近くの方が出品者情報を見ているということです。 

 22ページ、先ほど３つの努力義務を説明申し上げました。法律の３条１項１号に対応す

るものがＡ、３条１項２号に対応するものがＢ、３条１項３号に対応するものをＣとして

おります。これらの取組のうち、一般的にABC全てを重視するという方も多いのですが、他

方でＢ、すなわち法律３条１項２号に対応する取組を消費者は割と重視している傾向が見

られます。 

 23ページ、開示のところです。開示を求める方が８割ぐらい、そして、そのうち７割ぐ

らいの方が分かりやすい場所への表示を求めているということです。 

 24ページ、販売業者との間のトラブルということで、取引DPFを利用した取引において販

売業者等とトラブルを経験された方は２割ぐらいというお答えがありました。そのうち内

容として右側、届いた商品に瑕疵があった、または届かなかったというのが顕著であると

いうことです。 

 25ページ、トラブルを経験された２割のうち77％、８割ぐらいの方が取引DPFに連絡を入

れておられる。逆に２割の方が取引DPFに連絡を入れていない。連絡を入れられた理由とし

ては右側の上の棒グラフにあります。トラブル解決、あっせん、それから、販売業者への

対応の期待、もう一つ、問合せ先が分かりやすかったからという答えも見られます。他方

で、連絡しなかった理由としては自ら販売業者に直接連絡された。消費生活センター等に

連絡されたという方が６割程度、他方で問合せ先が分からなかったという答えも３割程度

あります。 

 26ページ、こういった取引DPF提供者のトラブル対応に関する消費者の評価については

約６割が満足している、またはとても満足しているという回答であります。特に評価され

ている対応としては、商品のキャンセル、返品、交換、それから、代金の返金等に応じて

いただいたということで、取引DPFの果たしているいわゆるお客様サポートという機能が
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効果を発揮しているところが伺えます。 

 28ページ、これは法律に基づき、消費者が販売業者等情報の確認を必要する場合に、取

引DPF提供者に対して保有する販売業者等情報の開示を請求することができる制度という

ことであります。これも今回の調査で伺っております。 

 29ページ、消費者からの開示請求件数の令和４年度と令和５年度上半期を御覧ください。

今回の調査期間は令和４年５月１日に法律が施行された時点から令和５年９月30日までを

対象にしております。そうすると、令和５年度上半期、すなわち昨年度の４月１日から９

月30日までですけれども、９件となっており、令和４年度、施行初年度と同じ件数になっ

ている。 

 あと、特徴としてはクラウドファンディングとか役務とかを含めた、そういうサービス

系の取引DPFも含めて開示請求がなされている。他方で、この開示請求というのは本来、特

商法の表示義務がしっかり果たされていれば必要ないとも考えられるところであり、ある

物販系の会社においては、昨年度上半期は開示請求がなかったというお答えもあります。 

 30ページ、31ページは開示請求の仕組みです。31ページは、販売業者と消費者との間で

通信販売に関するトラブルは原則として解決されるべきところですが、まさにそういった

トラブルがある場合にも諦めずに相談をする、それから、相談現場においても解決に一層

の御尽力をお願いするという観点で、消費生活相談センター等にもこれを配付させていた

だいているものでございます。 

 御説明としては以上でございます。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 続いて、事業者団体から、取引DPF消費者保護法の３条に関する取組状況・５条に関する

対応状況について、５分以内を目安にして簡潔に御説明をお願いいたします。 

 一般社団法人新経済連盟からは発表されないとの御連絡を事前にいただいており、それ

以外の事業者団体について構成員名簿に記載された順番に指名しますので、指名された事

業者団体はカメラとマイクをオンにして簡潔に御説明をお願いします。資料につきまして

は事務局で画面共有しますので、ページをおめくりになりたいタイミングでお声がけくだ

さい。御説明が終わりましたらカメラとマイクをオフにしていただくようお願いします。 

 まずはアジアインターネット日本連盟からお願いいたします。 

 

○アジアインターネット日本連盟  

 AICJの会員企業による取引DPF消費者保護法に関する取組につきましては、安全リスク

などを踏まえた出品制限商品の見直しなどを当然ながら継続して行っておりますけれども、

取組の大枠といたしましては昨年発表した内容から大きく変わるものではありません。御

参考までに昨年の説明資料を４ページ目以降につけておりますので適宜御参照いただけれ
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ばと思います。 

 その上で、取引DPF消費者保護法におきましては、取組の実施状況を消費者の皆様に発信

して、消費者の側でオンラインモールなど選ぶことができるようにするということも重要

であると考えられておりますところ、本日はせっかくの機会ですので、AICJの会員企業で

ありますアマゾンジャパン合同会社による消費者保護に関する取組の発信の例ですとか、

関係者との意見交換、連携の例について御紹介をさせていただければと思っております。 

 なお同社は法施行以前から様々な取組について発信をもちろん行っておりますし、こち

らに載せたもの以外にも海外の法執行機関と連携した不正行為者に対する法的責任の追及

を含め、様々な取組を行っております。もちろん取引DPF消費者保護法に基づく取組も別途

まとめて開示をしております。よって、ここに載せているものはあくまで一部であります

けれども、御紹介させていただきます。 

 さて、昨年６月の官民協議会以降でございますけれども、同社はこちらのページに載せ

ておりますような発信を行っております。 

 扱ったトピックといたしましては、経済的なインセンティブを付与されながらも、その

事実を隠して投稿されるレビューを含む不正レビュー対策ですとか、製品安全、模倣品対

策、そして、取引DPF消費者保護法の射程から少し外れるかなとは思いますけれども、近年

日本で大きな問題になっておりますフィッシング対策などをカバーしております。 

 発信の内容といたしましては、同社の取組の概要ですとか、それによる成果、そして、

官民、民民のさらなる取組の呼びかけなどです。例えば模倣品対策ですとか製品安全の関

連では、お客様に模倣品や安全でない商品が届くことを防ぐために、あるいはお客様の手

元に届いてからも商品を正しくお使いいただくことによって安全性が保たれることを目指

して、同社が販売業者の出品アカウントの登録に当たってどのような審査を行っているか

ですとか、アマゾンストアへの知財侵害品や安全でない商品の出品を防ぐために行ってい

るモニタリングの概要ですとか、ブランドオーナー様、関係機関の皆様との連携、安全リ

スクや関連法令に基づく特定商品カテゴリーの出品規制の概要など、多くの取組について

分かりやすい言葉で発信するようにされています。 

 また、同社ではホームページですとかSNSなどで一方的に情報を発信するだけではなく

て、各種セミナーなどにおいて担当者からお話をさせていただいて、さらに様々な関係者

と意見交換を行ってフィードバックを得ることも行っております。 

 例えばこのページの左側の写真は昨年開催されました同社と国際知的財産保護フォーラ

ム（IIPPF）による模倣品対策セミナーの模様です。会合の前半はどなたでも参加できるセ

ミナーで、同社が提供するブランドオーナー様向けの模倣品対策ツールの紹介ですとか、

ブランドオーナー様、法執行機関様との連携によって模倣品業者の責任を追及する模倣品

犯罪対策チームの活動について紹介して、多くの企業・団体から300人を超える方々に御参

加いただきました。 

 また、会合の後半ではIIPPFの一部のメンバーの方々と模倣品対策についてより深い意
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見交換を行っております。意見交換の参加者からは、公開されている資料の内容の背景で

すとか、実務上の生の声を聞けたことでより理解が深まったですとか、同社の権利侵害対

策が昔よりもかなりアップグレードしていて驚いたとか、そういったポジティブなメッセ

ージを含め、様々な御意見をいただくことができております。 

 これ以外にも製品安全に関するシンポジウムへの参加ですとか、消費者団体の皆様との

意見交換、フィッシングに関する様々な場での御説明ですとか、フィードバックを得る機

会なども積極的に設けております。加えまして、販売業者の皆様に対する日本の制度に関

する教育・啓発につきましても行政当局と連携しながら法令等の多言語化を進めるととも

に、経済産業省の方々をお招きして海外の販売業者に対する製品安全規制に関する大規模

なセミナーを実施するなど、官民連携の下でより効果的に伝達できるよう、工夫を凝らし

ながら進めているところでございます。 

 このようにホームページなどでの情報発信だけでなくて、実際に関係者の方々と対話す

ることを通じて協力関係の構築・強化、対策の改善などにつなげていっているところでご

ざいます。 

 本日は、アマゾンジャパン合同会社の取組例を中心に御紹介いたしましたけれども、引

き続きAICJのメンバー間でもお互いの取組について学んで生かしていければと思っている

ところです。 

 AICJからは以上でございます。ありがとうございました。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 次に、一般社団法人クリエイターエコノミー協会からお願いいたします。 

 

○一般社団法人クリエイターエコノミー協会 

それでは、クリエイターエコノミー協会の取組について御説明いたします。 

 このページはクリエイターエコノミー協会の概要ですので割愛させていただきまして、

次のページをお願いいたします。 

 会員企業の取組ですけれども、３条１項１号に関する取組といたしましては、例えば販

売事業者の連絡先の表示というところで、特定商取引法に基づく事業者の氏名（名称）・

住所・電話番号、営業時間等、購入者が円滑に連絡するための情報の掲載を義務づけてい

るであるとか、購入者と販売事業者が直接連絡を取れるような専用のメッセージ機能を提

供していたりですとか、販売事業者が購入者からの問合せに適切に対応しない場合には警

告だったり利用停止措置とか、そういった措置を行うことによって実効性を担保しており

ます。 

 ３条１項２号の取組ですけれども、消費者からの苦情の受付というところで、プラット

フォームへの窓口を設置して、電話、メール、チャット等で問合せを可能にしたり、販売
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業者の商品ページに報告とか通報機能を設けて不適切な商品に関する情報を受け付けてい

て、消費者が容易に問い合わせることを可能にしております。あと、表示の適正を確保す

るための体制といたしましては、違反商品、不適切な表示が行われた場合には警告を行っ

たり、商品削除を行ったり、改善されない場合には販売停止とか、会員資格の停止といっ

た措置を行っております。また、商品の販売に監督官庁がある場合には、社内に専用の窓

口を設置して監督官庁と円滑に連携が取れるような体制を構築しております。 

 ３条１項３号の体制について資料に記載がないのですけれども、例えば事業者から登記

簿とか身分証明書といった公的書類の提出を求めたりしております。 

 このページは３条２項、取組の開示状況ですけれども、各サービスのサイトにおいて取

組の内容をはじめ、サービスの安全性・健全性を確保するための取組紹介ページを設けて

いたり、JOMCさんのサイト上で取組内容を開示しているというところで、会員企業は取組

の開示に対応しております。 

 御説明としては以上になります。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 次に、一般社団法人シェアリングエコノミー協会からお願いいたします。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会 

御報告をさせていただきます。 

 この協議会でも毎回御紹介させていただいており、恐縮ではございますけれども、当協

会のほうでは安心安全なシェアリングサービスの普及を促すという趣旨の下、2017年から

認証制度というものを運用してございます。見づらくて大変恐縮でありますけれども、右

下、認証制度では６つの大項目ごとに基準を定めております。 

 まず、円滑に連絡をできるようにするための措置につきましては、この認証制度でも右

下１つ目、連絡手段の確保というものを求めておりますけれども、事務局からの御報告に

もございましたとおり、ほぼ全ての事業者において利用者・提供者間で直接連絡を取り合

うメッセージ機能を提供しているような状況にございます。 

 また、特にCtoCサービスの場合は苦情に発展する可能性も多いという特徴がございます

ので、認証制度のほうでも右の下から２つ目、トラブル解決をサポートする機能というも

のを求めておりますけれども、各社苦情を含めた問合せの窓口を目立つところに置いたり、

カスタマーサポートを充実させるといった形でプラットフォームが利用者間に入って、う

まく解決を図っていくための工夫をしていると認識しております。 

 そのほか、不適切な表示があった場合の対応ですとか、取組内容の開示などにつきまし

てはシェアサービス全般におきましても他団体様の御発表にありましたのと同様の工夫が

行われているものと認識しております。 
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 資料の最後のページまで飛んでいただけたらと思いますけれども、この認証制度の運用

におきまして、昨年11月から審査の過程で取引DPF消費者保護法の求める努力義務の内容

を踏まえた審査の運用を開始しております。 

 具体的には販売業者等に該当するのかどうか、CtoCの中にBtoCのようなものが入ってい

るのかどうかという辺りにつきましては、各プラットフォームの判断によらざるを得ない

ところではありますので、本法の遵守状況をこの認証制度の認証の条件としたり、あるい

はこの法律に関する説明の有無を申請サービスによって区別するというようなことはせず

に、全ての申請企業に対して本法の概要を説明して遵守できるように促しているところで

あります。消費者庁のホームページで掲載されております概要資料ですとか指針、ガイド

ライン、こういったものを活用させていただいて御説明を差し上げております。現時点で

はまだ２サービスというところにとどまるのですけれども、今後、申請企業に対しては、

このような対応を続けていきたいと思っております。 

 認証の担当者のほうからは、概要資料のような形で指針とかガイドラインについても少

し説明の際に苦慮するところがあるということですので、事業者向けに視覚的にも分かり

やすいようなパンフレットなど、可能であれば御作成いただけたらありがたいというよう

な声も聞いております。 

 当団体からは以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 次に、一般社団法人セーファーインターネット協会からお願いいたします。 

 

○一般社団法人セーファーインターネット協会 

 まず、団体概要について御説明させていただきます。セーファーインターネット協会は

インターネット利用に関連した様々なトラブルの対策防止を図るため、民間の自由な発想

と分析力を持って各課題に対応すべく設立された団体でございます。セーファーインター

ネット協会の頭文字を取ってSIAと呼称しており、会員社のうちｅコマース関連サービス

を営んでいる社の例は画面のとおりでございます。 

 それでは、SIAの会社においてしている取組の例を発表いたします。こちらは従前の官民

協議会において発表させていただいたものを継続して取り組んでいる状況でございまして、

一部重複するところがあろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 まず、販売業者と消費者とが円滑に連絡を取ることができるような取組についてですけ

れども、販売業者の情報の表示であったり連絡先の提供であったりとか、そういったとこ

ろを各社対応させていただいているところでございます。 

 消費者からの苦情の申出を受けた場合の販売条件等の表示の適正を確保するための措置

でございますが、こちらについても画面に表示しておりますとおり、各社のカスタマーサ
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ービスの体制であるとか、あと、SIAでは会員間での連携の取組として、関係省庁や関係団

体の皆様との日頃の意見交換等を実施しているようなところでございます。 

 また、出品等の監視であったり予防的な措置として、会員各社はサービスのガイドライ

ンを設けておりまして、検査専門チームによって当該ガイドラインに違反する商品に関す

る監視対応であったり、もちろん違反する商品の削除対応、システムやAIを用いた監視対

応等を行っております。 

 特に次のページで御紹介させていただきますとおり、製品安全誓約を表明しておりまし

て、危険製品流通の防止のための抑止のための取組として、規制当局と協力して対応して

おります。具体的に我々２社が署名の上、誓約内容に準じた運用が行えるように体制整備

を図っているところでございます。 

 続きまして、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置でございます。こちら

も以前の会合で御説明した取組を継続している状況でございます。 

 取組の開示状況につきましても、各社のサービスページにおきまして安心安全のための

取組内容を公表しているところでございます。 

 次が最後になりまして、販売業者等の情報の開示の請求に関する取組体制でございます。

各社、法５条に基づく開示請求に対応するための社内フローの整備であったりマニュアル

の整備を行っておりまして、あとは開示請求書式につきましても、消費者が適切にそうい

った請求をスムーズに行うことができるように、消費者庁のひな形等に基づいてやらせて

いただいているようなところでございます。 

 以上、ちょっと早口になって大変恐縮ではございますが、セーファーインターネット協

会からの発表を終了いたします。引き続き何とぞよろしくお願いします。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 次に、一般社団法人日本クラウドファンディング協会からお願いいたします。 

 

○一般社団法人日本クラウドファンディング協会 

当協会の取引DPF消費者保護法に対する取組を発表いたします。 

 当協会は名前のとおりクラウドファンディングに特化した団体となっておりまして、ク

ラウドファンディングに特化している特性も生かしながら、購入型においては独自のガイ

ドラインを設けて取引DPF消費者保護法、各種法令やビジネスリスクを踏まえた適切な運

用を促しております。 

 各社の１号に対する取組状況につきましては記載のとおりになりますが、おおむね指針

に定めるベストプラクティスにつきまして各社が取り組んでいる状況になっております。

消費者からの苦情の申入れの受付につきましては、各社購入の前後を問わず、申入れを受

け付けており、メッセージ機能の構築等も対応している状態でございます。 
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 １号、２号の関係に関しましては協会独自のガイドラインで定めると同時に、関係者へ

の照会等に関しましては、販売者以外にも製造業者等への連絡先を取得している企業もあ

りまして、関係者への照会を強めているという団体もございました。あとは監督官庁に関

しましては、個別案件に応じて適宜連携している会社が多いという状態でございます。 

 ３号関係に関しまして、こちらは表題の部分が少し間違って表示の適正となっておりま

すが、こちらは後ほど改めさせてください。特定の有無に関しましては、こちらもガイド

ラインで定めると同時に、公的書類の提出、許認可の提出のほか、公開前のミーティング

等で関係者の本人を確認する等で特定をしていく団体もございました。 

 ３条２項に関しましては、表示のとおり専用ページを設けている企業がございますとい

う形で事例を紹介させていただいております。 

 駆け足となりますが、以上でクラウドファンディング協会の発表を終了いたします。あ

りがとうございます。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 最後に、オンラインマーケットプレイス協議会からお願いいたします。 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会 

当協議会はオンラインマーケットプレイスを運営する事業者が会員となっておりまし

て、取組状況も前回、昨年御説明したのとほぼ変わらない状態ではあるのですけれども、

御説明をしたいと思います。 

 オンラインマーケットプレイス協議会は2020年に設立をいたしまして、消費者にとって

より安全安心な取引環境の構築のために、オンラインマーケットプレイスの健全な発展を

促すことということで、会員各社の自主的取組の公開、それから、外部関係機関との意見

交換、会員内部の意見交換などを行っております。 

 ただいま10社が会員企業となっております。 

 ここからは法３条に基づく取組の例です。冒頭に消費者庁の調査結果にもありましたけ

れども、そこで話されていたようなものを各会員企業が行っておりまして、こちらに書い

てある内容は昨年御説明したものとほぼ変わりがないのですけれども、月に一度、会員社

同士で意見交換会を行っていまして、様々なテーマを取り上げて意見交換をしております

ので、他社の取組を聞きつつ自社の取組にそれを取り入れるといったようなこともしてお

りますので、それぞれ会員各社の状況を見ながら発展させていくような状況になっており

ます。 

 こちらには連絡先表示の徹底、それから、専用のメッセージ機能の提供、連絡先が機能

しているか否かの確認、連絡手段が機能しない場合の対応等が書かれておりまして、それ

ぞれのプラットフォームによって特色があったりするのですけれども、おおむね同じよう
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な取組をしているということでございます。 

 それから、消費者からの苦情の申出の受付は、こちらもプラットフォームによってどの

ような手段で問合せを受け付けているかというのは少し違いがあったりするのですけれど

も、様々な手段で問合せを受け付けているところが多いです。関係者への照会等について

は関係省庁や業界団体、権利者等との連携が行われておりまして、こちらについても他社

がどこと連携しているという話を意見交換等で聞いて、別の会社もそこと連携をするとい

ったようなよい循環も生まれていると思っております。 

 それから、不適正な表示が行われた場合の対応については、内容に応じていろいろなレ

ベルのものがありますので、注意喚起、警告、修正、削除等の要請、あるいは削除、販売

停止、出品停止、悪質な場合には契約の解除等を行っております。 

 それから、販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置については、こちらもど

のプラットフォームもおおむね同じように身分証等を確認して対応しております。 

 それから、消費者から苦情の申入れを予防するための措置としては、どのプラットフォ

ームにおいても規約やガイドライン、ルールなどで禁止行為等を定めておりまして、それ

に対するモニタリングであったり、外部と協力して情報をキャッチして、それを活用して

モニタリングをしたり、それから、後ほど少し御説明しますが、製品安全誓約に署名して

いるプラットフォームも多いですので、そういった仕組みを活用しているところもありま

す。 

 それから、プラットフォームとして消費者向けの保証サービスを提供していたり、トラ

ブルがあった際に間で仲介をしたりということもされております。 

 今御説明した取組状況なのですけれども、オンラインマーケットプレイス協議会はJOMC

のウェブサイトにおきまして自主的取組の一覧ページ、それぞれの会社の取組状況が見ら

れるページがございまして、こちらのようなページでロゴをクリックすると、それぞれの

取組が書かれたページに飛べる状況になっております。こちらはおおむね取引DPF、消費者

保護法の枠組みといいますか、大項目に沿った内容を記載しております。 

 それから、官民協力の取組事例ということで、こちらの法律が施行されてJOMCとしての

活動が何年目かに入ってきておりまして、官民での協力というのも出てきております。 

 まずは製品安全誓約の取組ということで、こちらは昨年から官民協力の下で始まったも

のでして、JOMC会員のうち６社が今署名済みとなっております。まだ始めたばかりですの

で、対象の製品分野も増えておりまして手探りのところもありますけれども、継続的に取

組を実施している状態です。 

 それから、取引DPF消費者保護法に関する周知活動ということで、先ほど消費者庁からリ

ーフレットを作成したという御報告がありましたけれども、こちらのサイトを会員企業の

サイトで紹介するといったようなこともしております。 

 それから、JOMCのサイトには今は主に各社の自主的取組の状況を掲載しているのですが、

それ以外にも消費者のための周知活動のページを設けてもよいのではないかという話が出
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ておりまして、今後計画しようと思っております。 

 それから、こちらは製品安全に関するシンポジウムが開催されまして、そこにJOMCとし

て参加をして、いろいろなお話や意見交換などをしております。 

 最後に、事業者から行政にお願いしたいことということで、いろいろな活動をしていて

こんなことをやっていただけると、より活動が広がるのではないかということで２点書い

ております。 

 一つが、法施行後の各種状況についての調査及び情報提供ということで、先ほどアンケ

ート調査をしていただいた結果を御説明いただいたのですけれども、ああいったような内

容のほかに、消費者被害の状況の推移ですとか、先ほどのアンケートはどこで買いました

かと具体的に聞いているかどうか分からないのですけれども、どういうDPFでどういう被

害が発生しているのかとか、あるいはそれは国内なのか海外なのかとか、そういったもう

少し細かい分析をした上で、この取組がどのように役に立っているのか、あるいは役に立

っていないとしたら、どこをどうすればいいのかというのを発展させていく議論ができる

ようにしていただきたいと思っています。 

 それから、消費者の受け止め方ということで、本法についての認知度もそうですし、一

生懸命取組しているところについて消費者がどう評価してくれているのか、やっていない

ところと比較してやっているところは評価が上がっているというようなものが見えると、

ますます取組を強化していけると思います。 

 それから、行政での対応の状況、行政に消費者から申出があって、そこに対してどうい

う対応をしているのかといったようなこと。 

 それから、最終的にDPFで何かトラブルになったかもしれないのだけれども、その前に、

DPFの外で起きている問題と関連性があるのかどうかといったこと。 

 こういった全体の状況を把握した上で問題点をはっきりさせて、その問題点により注力

したり、あるいは頑張っていればちゃんと頑張っていることを評価されているのだなと思

えるような仕組みになっていくとよいかなと思っております。 

 ２番目が官民の協力の枠組みに参加する事業者の拡大の検討ということで、今いろいろ

な方に御参加いただいておりますけれども、例えば製品安全誓約についてはもう少し署名

者を増やして取組を拡大したり、この官民協議会についても、先ほどアンケートがありま

したけれども、必要な範囲がカバーできているのかという辺りも含めて、参加する事業者

を増やしたり、広い分野にしていってもよいのではないか。 

 先ほどアンケートとの絡みでも言いましたけれども、枠組みに参加して頑張って取組を

して、それを開示していくことでメリットがあるのを感じやすくするために、どういう仕

組みに持っていったらよいかというのは検討してもよいのではないかなと思っております。 

 以上です。 

 

○依田議長 
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ありがとうございました。 

 これまでの御説明につき、御質問や御意見がある方は挙手機能によりお知らせください。

私のほうから順番に指名しますので、指名された方はカメラとマイクをオンにして御発言

をいただきます。御発言が終わりましたらカメラとマイクをオフにしていただき、挙手ボ

タンを取り下げてください。 

 それでは、いかがでしょうか。何か御質問・御意見がある方は挙手機能にてお知らせく

ださい。 

 最初に、全相協、お願いいたします。 

 

○全国消費生活相談員協会 

各団体の皆様の非常に熱心な取組を理解することができました。ありがとうございまし

た。 

 その上で、消費者庁の事務局資料のほうで御質問させていただきたいと思います。 

 今回御発表いただきましたところは非常によい取組をされているのですけれども、そも

そもアンケートに回答しないという事業者もいらっしゃいます。それの名前を公表するの

はすごく難しいとは思うのですけれども、分類的にどこが何割ぐらいなのかとか、その辺

の傾向、海外系なのかとか、そういうことの分析が分かれば教えていただく必要があるの

かなと思います。そういう情報があって初めて今回御参加いただいているような事業者の

方々の御尽力が評価されるわけだと思います。 

 もう１点、製品安全のところで、禁止行為の消費者に対する専用ページの周知をしてい

ないというところもあるかと思うのですが、これについては非常に重要な情報なので、そ

ういうことに対して消費者庁としてはどのような対応をしているのかというようなことを

教えていただきたいこと。 

 それから、申出の状況について118件というものが取引DPF関連だったわけですけれども、

それについての分析がもう少しされるとよいなと思います。取引DPFと個社の名前が書か

れないと、フォーマット上は駄目だと思うのですが、それでも書かれない場合でも受け付

けるようなフォーマットになっているのかどうか、その辺のことも教えていただければと

思います。 

 以上です。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 いずれも消費者庁に対する質問や御意見でしたので、消費者庁からお願いいたします。 

 

○落合室長 

ありがとうございます。 
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 まず１点目がアンケートへの回答がない方、そして、それをどう分類していくかという

御質問であります。２ページで、そのアンケートの回答状況をお示ししております。これ

は昨年秋の官民協議会が終わった後、実際に２か月ぐらいかけてお願いをしております。 

 他方、各社にはそれぞれ御事情があり、これは任意のお願いなので回答がなかったとこ

ろ、あと、実は回答する気があったのだけれども届いてなかったところもありますので、

さらに方法を工夫してお願いをしていくというところです。あと、おそらく確信的に回答

がないところについて、もっと詳細に示すというのはあるのですが、もう少し調査対象を

増やすとか工夫をした上で、検討させていただければと思います。 

 ２点目が専用ページでの周知・公表とありました。ポイントは利用規約で販売禁止対象

の商品とか行為は定められているのですが、それを分かりやすく示していただく。これは

大事なところでして、実は多くの方が示すようにされているのですけれども、されていな

いところ、その中でも取引の多い方について、実は個別にお願いをしたケースもあります。

今後も引き続きお願いをしていくということをしていきたいと思います。消費者が分から

ないといけないというのがここの周知が必要との問題意識は同じです。 

 ３点目の申出のところ、実は前半が法律の３条、５条なので、後ほどもう一度御説明を

差し上げたいと思いますが、御質問があったので今ここでお答えいたします。118件ありま

して、また、実は分類してというのは、今回の官民協議会は法律の３条、５条を中心に御

説明しておりますけれども、秋以降の官民協議会において改めて整理をしたいと思います。

それから、書かなくてもいけるのかということで、これは一定の最低限の記載事項がある

のですが、広く受け付けるようにしております。他方で、トレースしたり、こちらで検討

をする観点においては、できる限りどの取引でどういうものがあったかというのは明示し

ていただくとありがたいということで、申出のサイトにもそれをお願いしているところで

ございます。 

 

○依田議長 

どうもありがとうございました。 

 続きまして、御質問・御意見がある方は挙手をお願いいたします。いかがでございまし

ょうか。 

 JOMC、お願いいたします。 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会 

消費者庁に御質問です。 

 申出の状況は今もお話がありましたけれども、件数を出していただいておりまして、偽

サイトとか直販系のサイトの件数が結構多いということになっているのですが、こちらは

来た情報について、どこかで別の形で対応しているとか、そういったことはあるのでしょ

うか。 
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○依田議長 

消費者庁のほうから御回答をお願いいたします。 

 

○落合室長 

ありがとうございます。 

 後ほどの申出のところで御説明を申し上げるべきなのですが、重要な御指摘でして、あ

らかじめ申し上げたいと思います。申出は様々な類型があります。特に今おっしゃったこ

の法律の申出に当たらないものも実は寄せられている。そういったもののうち、直ちに介

入が必要と思われるケース、例の挙げ方は難しいのですが、例えば偽サイトで振込みをし

そうになっているケース、これは直接御連絡をしているケースがあります。あと、情報の

扱いには気をつけていますけれども、ほかにも関係省庁に共有する、我々の方で更に調べ

るとしているケースもあって、当たらないから何もしていないというわけではなくて、広

い意味で通信販売取引に当たるものもあるので、そういう観点で見ているところでござい

ます。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 続きまして、NACS、お願いいたします。 

 

○日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

本日、詳しい御説明をいただき、ありがとうございました。消費者庁はもちろんですが、

DPF事業者団体の皆様が実効性のある取組をそれぞれされていることを具体的に御報告い

ただき、官民協議会の成果が確実に出てきているということを感じました。 

 特に情報開示が非常に意義があり、実効性があるものであることを、消費者庁の報告に

ありましたアンケート調査から改めて認識しました次第です。ほかの方もおっしゃってい

ましたけれども、このような定点調査を継続的に進めていくことが、まずは大事かと思っ

ております。 

 そして、この後が感想のような意見と質問になります。 

 全相協の御意見とも重なりますが、消費者庁からは分析情報をもう少し詳しく出してい

ただきたいと思います。今日発表された事業者団体様はよい取組をされているところばか

りなのですが、そうではない事業者をどうするかというところが問題になっておりまして、

質問として適切かどうか分かりませんが、DPFの事業者団体の皆様と消費者庁にそれぞれ

お尋ねしたいと思いますが、本日登壇されている団体以外の事業者の現状の様子はどうな

のでしょうか。この点をお聞きしたいと思います。私どもは取引の状況を直接見ることが

できない立場ですが、事業者団体の皆様から見て、団体に入っていない事業者が引き続き
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悪い状況なのかどうか、感想でも結構ですので、お聞きしたいと思います。また、皆様の

事業者団体に加盟する事業者は増えているのでしょうか。 

 それから、消費者庁への御質問・要望が２つございます。 

 先ほどリーフレット等の御紹介がありました。このようなリーフレットをつくっていた

だいてありがたいことと思いますが、先ほど消費生活センター等に配付されているという

お話でございました。しかし、センターを利用する消費者は限られております。また、セ

ンターを知らない消費者がそもそも多いわけです。センターを利用しない人が多いという

現状を考えますと、センターに設置する以外の方法で、このような取組をしているという

ことをどのように国民に周知していくのか、その辺りの周知の工夫について今どうなって

いるのかをお聞きしたいと思います。 

 もう一つは要望になりますけれども、私どもNACSはこの官民協議会に参加させていただ

いた当初から、開示請求権を１万円を超える額とする制限について、合理性がなく、どう

なのだろうかというお話をさせていただきました。本日の御説明からは、私どもNACSの主

張が特に裏付けられたと思えませんでしたが、引き続き、１万円というバーが適切かどう

か、疑問は解消しておりませんので、１万円という制限を見直すべきと言えるような数字

が出ていないからということではなく、検討の俎上に引き続き残しておいていただき、事

業者様の受付の体制が整えば、１万円以下でも受け付けていくことができるようになるの

ではないかと思っております。開示請求権に関する制限の見直しにつきましても、ぜひと

もお願いしたいと思っております。 

 私からは以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○依田議長 

ありがとうございます。 

 まず、消費者庁のほうから、ただいまの質問と要望について御回答いただき、その後、

団体のほうから何かありましたら御意見を加えていただければと思います。 

 まず、消費者庁のほうからお願いいたします。 

 

○落合室長 

重要な御質問であり、御意見も重く受け止めさせていただきたいと思います。 

 御質問の関係で申し上げます。まず、リーフレットの関係がありました。開示請求のと

ころでリーフレットはセンターに配っていると申し上げました。これは本人、消費者が当

然使わないといけないので、そういう意味では御指摘のように消費者にもっと周知をしな

いといけない。当然ウェブサイトに載せていますし、あと、様々なチャンネル、それから、

SNSとかも使って広げていきたいと思っております。他方で、この制度はセンターの消費生

活相談員が解決を図る際のツールになります。 

 もう一つは開示請求の１万円の話がありました。今回調査した結果では、主に物販系の
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取引DPFを中心に２万円以上、数万円のものなのですが、他方で、問題意識としては引き続

き承っております。消費者の被害回復の機会を担保するとともに、他方で、取引DPF提供者

の手間とかも勘案した上で適切な金額を設定していく必要があるという問題意識は同じで

すので、引き続き状況を見ていきたいと考えております。 

 もう一つ、外部の様子はどうかということで、ここにいらっしゃらない方を批判するこ

とは控えたいのですが、問題が全くないわけではないと思っておりますので、ここも状況

をよく見ていきたいところでございます。 

 私からは以上です。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 ほかの協議会・団体様から何か感想や御意見等はございませんでしょうか。ありました

ら、挙手の上、どうぞ御随意に御発言をお願いできればと思います。 

 JOMC、お願いします。 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会 

御質問いただいたもののうち、外の状況をどう考えているかということなのですが、偽

サイトとかですと名前を使われてしまったりしているので、我々のプラットフォームにも

入ってくるのですけれども、それ以外の状況は実はなかなか情報が入ってこなくて、我々

も知りたいと思っているところです。というのも、我々が一生懸命頑張っていても、別の

人の行いによって、プラットフォーム全体の評価が下がってしまうと、それは困るので、

ちゃんと状況を把握したほうがよいと思っているのですが、なかなか分からない。 

 特に、そもそも悪質なプラットフォームはどこかという話は、昔からありましたけれど

も、具体的にどこなのかつかみきれていないというのもありますし、最近、結構海外から

直接売るような大手のサイトも結構出てきていますので、そういったものがどう影響して

いるのかといったところも知りたいけれども、我々ではなかなか知り得ないところなので、

そういったことも含めて調査していただけるとありがたいなと思っています。 

 会員が増えているかというところについても、JOMCは物販系のマーケットプレイスに入

っていただいているのですが。実はあまり物販系のマーケットプレイス自体は増えていな

いというか、探そうと思っても意外とあまりいないという感じになっていまして、だとす

ると、全体で数が増えているとしたら、どこで増えているのかなという気もしますので、

全体的なマーケットの状況といいますか、プレーヤーの状況を一旦把握した上で議論する

と、よりよい取組について話し合えるかもしれないと思っております。 

 以上です。 

 

○依田議長 
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ありがとうございます。 

 NACSの関係について、ほかに御意見等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、議事を続けてまいります。続きまして、日弁連、お願いいたします。 

 

○日本弁護士連合会 

 一つは、２ページで回答があったものとなかったものをはっきり書いていただいたのは

非常によいと思います。JOMCからもありましたが、ちゃんとやっているところはやってい

ると回答している。これは団体ではなくて個社ですが、きちんと明示されるというのはよ

いことだと思っております。 

 それから、これもJOMCの話に割と乗ってしまうのですが、通報について、個別の通販の

ものが多いのだけれども、どうなっているのかという話がありましたが、特商法の通報に

も当たるものが多いと思いますので、ぜひフォームのほうで、消費者庁への情報提供があ

ったら、両方の、特商法上の申出と、取引DPF消費者保護法の申出と両方を兼ねるというフ

ォームにしていただくのがいいのではないかと思います。 

 いまは申出の対象であるDPFのほうでも、結局個社のほうは申出があるのかないのか、い

ちいち店子とDPFの間で確認しなくてはいけないことになります。前回、前々回も申し上げ

ているような気がしますが、消費者からすると、直販なのかDPFなのかというのはほぼ分か

らないわけであります。個社を挙げてあれですけれども、Amazon自体がたくさん売ってい

る上にマーケットプレイスもある。楽天さんだって楽天ブックス部分は楽天で普通の通販

ですが、ショップ部分はDPF、これは消費者からすると区別がつかないので、申出のフォー

ムで両方を兼ねるというのをつくっていただいて、DPF側からすると、それはそれぞれの通

販の店子についても申出があるのだという前提で対応いただくとしてしまうのが合理的な

のではないかと考えております。 

 とりあえず今の２点で大丈夫です。ありがとうございます。 

 

○依田議長 

消費者庁のほうから何かコメントがございましたらお願いいたします。 

 

○落合室長 

２つとも重要な御指摘だと思います。 

 今回、お答えがなかった方をお示ししています。この法律は努力義務なので、皆様、他

の社の取組を見てよりよいものにしていただくという形で、ここは駄目だという言い方は

しないのですけれども、そもそも調査へのお答えをいただくというのが一つの前提なので、

そこをお示ししているものであります。 

 もう一つの申出も重要な御指摘です。申出自体は後半のパートになりますけれども、こ

の法律に関わるもの、あと、御指摘のあった特定商取引法、それぞれ法律に基づく申出と
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なっております。確かにセクション的には分かれるのですが、実際の取引自体は通信販売

取引で重なっており、消費者からは分かりにくいというのはあるので、我々も周知はして

おりますが、要は消費者の方がうまく両方で申出をできるように、また、両方で申出を取

れるように中でも連携していきますし、インターフェースの改善も含めて検討してまいり

たいと思います。 

 

○日本弁護士連合会 

ありがとうございました。 

 ３点目、消費生活用製品安全法がおそらく改正されますと、これもJOMCのお話にあった

海外からの直販の通販業者について国内に管理人を置きなさいという話になります。これ

を手がかりとして国内でぜひ登記をしていただくように、経産省と消費者庁なのか、経産

省と法務省と消費者庁なのか、やっていただきたいと思います。登記してくれると何がよ

いかというと、連絡がつくようになりますので、協議会に全然出てきていない海外からの

直販の事業者さんについてもぜひ連絡していただいて、国内の外国代表者を登記していた

だいたら団体に入りませんかとか、入らないにしても取引DPFがありますから気をつけて

くださいとか、こういうのをやっていただくといいのかなと思いましました。 

 

○依田議長 

ありがとうございます。 

 ただいまの意見について、消費者庁、もしも関連して御意見があれば経産省、何かござ

いますでしょうか。 

 

○落合室長 

まず、消費者庁から申し上げます。 

 今、日弁連から御指摘があった製品安全４法の改正、これは去年の秋の官民協議会で経

済産業省から御説明いただいたものでありますが、今、国会で法案の審議中と伺っており

ます。まだ成立していないことが前提にはなりますが、法案の中では、特定輸入事業者に

ついて届出等の仕組みが定められている、国内管理人に係る届出も定められていると承知

しています。まさに販売業者について、海外にいる場合にどうやって捕捉するかという問

題意識は一緒ですので、その法案の状況とか、あと、登記ですから法務省も関わると思い

ますが、関係省庁でよく見て、適切な執行ができるように取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 

○依田議長 

ありがとうございます。 

 こちらについて、何か御意見・御回答は関連してございますでしょうか。よろしいでし
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ょうか。 

 それでは、ちょうどお時間になりましたので、次の議題、議題１の後半部分の「Ⅱ．法

第10条に関する申出の状況」、「Ⅲ．法第４条に関する要請等」について審議いたします。 

 では、事務局、消費者庁のほうから御説明をお願いいたします。 

 

○落合室長 

資料１の32ページ、法10条に関する申出の状況というところです。 

 33ページ、昨年度の申出の状況という形で整理をしております。月平均にすると30件程

度、ただ、先ほど御指摘のあったところとも関連しますけれども、実は昨年の夏頃、７月

に申出の受付のウェブサイトのインターフェースを直して、少しこの御説明をしておりま

す。その結果、リンクが変わったこともあったのか、少し件数が減っていますが、通年と

しては月平均で30件ぐらいというところです。 

 34ページ、一応かなり広く取っております。要するにプラットフォーム関連のものとい

う形で広く取っているのですが、それでも118件で、先ほど御指摘がありましたそれ以外の

ものにはオンラインゲームとか、携帯電話、最近ではチケット転売の関係でアプリをダウ

ンロードしたけれども動かない、そういったものもあります。 

 35ページ、これも申出の傾向として、物品に係るものとしては商品が届かない、それか

ら、商品に瑕疵があったケース、それから、役務に係るものでは予約したものと違う、あ

と、役務をやってもらったのだけれども、連絡が取れなくなったというところです。 

 36ページ、これはPIO-NETにおけるプラットフォーマー関連、いわゆる外部事業者区分で

ありますけれども、そこにチェックされているものの件数です。法の施行時に区分を作っ

ていただいて２年近くになりました。少し推移がありますけれども、引き続き見ていきた

いと思います。 

 37ページ、これは法律の４条に関する要請ということです。 

 38ページ、この法律の要請ですが、基本的に通信販売取引であれば、まず、販売業者に

対する個別法の施行、典型的には特定商取引法ですが、それを行う。それが困難なとき、

すなわち販売業者等による表示の是正が期待できない場合においては、取引DPF提供者に

対して、内閣総理大臣から要請することが可能という仕組みであります。 

 39ページ、これは「点痣膏」と書きまして、これはディエンジーガオと読むようです。

中国語の読み方になります。内容としては強いアルカリ性で、皮膚に付着すると重篤な皮

膚障害を生じるおそれがあるようなほくろ取りクリームということであります。これは国

民生活センターが昨年12月に注意喚起をされた後、おそらく先ほどお話にあった製品安全

誓約に参加されている事業者におかれては、その時点で既に削除されている、もともと取

り扱っておられなかった方が多いと思いますが、他方で、海外に所在する者も含めて運営

されている取引DPF上で、「点痣膏」を販売されている方がいらっしゃったということです。 

 この販売業者については※で書いておりますけれども、かなり多くの商品を販売してお
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り、かつ新品と見られるものも多数あるということで、外観的にはＢかＣか分からないで

すけれども、実質的にはＢであるという形で認定をした上で対応しています。 

 また、この「点痣膏」は日本語、英語が混在する状態で表示されていて、日本語で購入

することも可能ということであります。 

 これについては消費者庁から取引DPF提供者に対して表示の削除の要請をしております。

要請を行ったものは削除していただいている。さらに一定のキーワードを設けて、表示さ

れないようにするという措置も講じていただいていると承知しております。 

 これは御参考ですけれども、この法律、通信販売取引の適正化という観点で、特定商取

引法の通信販売、これも執行を強化しておりますけれども、よく連携をして、販売業者に

対する対応も含めてしっかりやっていくというものでございます。 

 御説明としては以上でございます。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 ただいまの説明について御質問や御意見がある方は挙手機能によってお知らせください。

私のほうから順番に指名しますので、指名された方はカメラ・マイクをオンにして御発言

いただきます。御発言が終わりましたらカメラ・マイクをオフにしていただき、挙手ボタ

ンを取り下げていただきます。いかがでございましょうか。後半部分について御意見・御

質問はございませんでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 事務局のほうで何か追加のコメントや御説明はございませんでしょうか。 

 

○落合室長 

先ほど幾つか申出に関して御指摘をいただきました。 

 まず、申出というのは非常に重要なものであり、この法律に基づくものであることのみ

ならず、消費者からいただく、あと、何人もできますから、団体からいただくものもあり、

よく見て必要な対応を講じております。私自身も年間385件、全て拝見しておりますし、非

常に重く受け止めております。この法律の重要なツールですので引き続き必要な場合は申

出をお願いしたい。そして、それを分かりやすく伝え、表示していくという仕組みを講じ

ていきたいと思います。 

 

○依田議長 

ありがとうございます。 

 全相協、お願いいたします。 

 

○全国消費生活相談員協会 

 申出状況について御説明いただいた中で、35ページに宿泊予約サイトに関する申出があ
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り、役務提供系ということで整理されていると思いますが、先ほどの３条、５条のアンケ

ート調査の中では、予約サービスというところに当てはまるのかなと思っています。予約

サービスのところの個社名を拝見すると、海外OTAの名前も散見されるのですが、私ども現

場では、こういった海外OTAのトラブルが取引DPF消費者保護法で何か当てはめができるの

かということを悩むことがありまして、消費者庁のほうで、こういった海外OTAに対する３

条、５条の措置だったり、今回の申出状況の中で、どのぐらい海外OTAの申出があるのかと

いうことについて伺えたらと思います。よろしくお願いします。 

 

○依田議長 

ありがとうございます。 

 消費者庁のほうで分かることはございますでしょうか。 

 

○落合室長 

申し上げたいと思います。まず、幾つか御指摘をいただいていまして、海外OTAの申出が

多いのかということですが、実は申出自体は御紹介しているとおり、物販のものがどうし

ても多いということで、数としては多くはないです。他方で、別に多いからとか多くない

からではなくて内容が重要でして、おっしゃっていたように海外OTAであったとしても通

信販売取引、それは海外に所在する、または国内に所在するホテル等と消費者の間で通信

販売取引が行われている場合は当然当たってくることになります。そういう観点で３条、

５条の調査をお願いしているということです。 

 今回は御回答がなかったのですが、前向きに検討してくださっている会社もありますの

で、引き続きお願いをしたいと思います。 

 もう一つ、以前も御説明を申し上げたかもしれませんが、旅行政策や観光政策も含めた

中でこの問題も見ていく必要があろうかと思います。こういったサービスを使う消費者へ

の注意喚起、これは国民生活センターも含めて継続的に行ってまいりたいというものでご

ざいます。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 続きまして、全国消団連、お願いいたします。 

 

○一般社団法人全国消費者団体連絡会 

まず、34ページの申出の状況の件数と、36ページの相談件数で乖離があるように思うの

ですが、この申出の数は妥当なのかということを教えていただけたらと思います。よろし

くお願いいたします。 

 



25 

 

○依田議長 

消費者庁のほうからお願いいたします。 

 

○落合室長 

数が妥当かというのは評価がなかなか難しいのですが、一つは申出がよく知られて利用

されることによって増えてくるという側面、他方で、トラブルが減ると当然申出も減る側

面もあるので、まだ２年目で、今の時点でこの数が適切か適切でないかというのは、もう

少し経年比較をする必要があろうかと考えております。 

 あと、PIO-NETのところもまだ傾向を見ていく必要がありますが、一つ考えられることと

して、家計消費等の中で12月というのはインターネットを使った支出が増える傾向にあり

ます。そうすると、相談も増えている可能性があります。現段階で一義的に言い切るのは

控えますが、そういった消費の全体の傾向も見ているということを申し上げたいと思いま

す。 

 

○一般社団法人全国消費者団体連絡会 

ありがとうございます。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 ほかに皆様のほうから何か御意見・御質問はございませんでしょうか。 

 では、本日の議論を踏まえて、議長の私のほうから今回の運用状況の報告に関するコメ

ントをさせていただきます。 

 まず、消費者の意識、利用状況の調査を実施いただきまして、それを拝見し、大変興味

深く感じました。消費者の８割が取組の開示を希望しているのが現状でございます。その

うち実際に販売業者との間でトラブルを経験したことがある消費者は約２割でございまし

た。その２割のうち８割が取引DPF提供者に連絡をしているということも分かりました。そ

の結果、その２割掛ける２割、つまり４％でございますが、さらにその２割が取引DPF提供

者のトラブル対応に不安を持っている。ただし、残りの方々は満足、あるいは少なくとも

不満には思っていない状況でございます。以上の数字を掛け合わせていきますと、２割掛

ける２割掛ける２割、つまり約１％の方が全体の不満者ということになりますので、現状

においては取引DPF提供者のトラブルの予防や解消については、かなり機能しているので

はないかと評価することも可能になってまいります。 

 他方で、トラブル経験者のうち、取引DPF提供者に連絡を取ろうと、そもそも連絡を取ろ

うと思わない２割がどういった方なのかも気になってくるところでございますが、ここは

40代以下の方が割と多いという傾向があるということでしたが、こういった方に対して、

皆さんその年代の方は仕事がお忙しかったりして、どうしてもそっちのほうに時間が割け
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ない方も多いと思いますので、分かりやすい連絡先の提供や消費者ホットライン188の周

知も重要になるかと考えております。 

 今日の議題の中身のほうについてでございますが、まず、法３条、取引DPF提供者の努力

義務についてでございます。取引DPFについては取引の対象や規模・態様において様々であ

り、当事者同士の取引への関与の度合いも異なる部分があるものの、幅広く法の適用の対

象とするため、法はその提供者に一定の努力義務を課しているところです。努力義務では

あるものの、措置や開示を適切に行っていない取引DPF提供者は消費者の信頼を失うこと

になりかねず、かつ仮に取引DPF提供者による取組が十分でないときは、将来的に法改正も

含めて所要の措置を講じることを検討していくというのが、法の基本的な考え方になって

おります。 

 今回の調査結果の報告を踏まえると、全体的には昨年度と比較して取引DPF提供者の取

組が進んでいると理解いたしました。業種・業態による差はあるものの、指針の中の基本

的な取組はおおむね実施されつつありますし、また、望ましい取組であるベストプラクテ

ィスも相当程度実施されていることが確認できました。その上で、個別の望ましい取組、

ベストプラクティスについて申し上げますと、消費者が販売業者等と円滑に連絡すること

ができるようにするための措置、法３条１項１号に関しては、「取引DPF内に販売業者向け

の特定商取引法の広告表示義務に関する専用ページを設ける。」 

「消費者から販売業者等への連絡手段が機能しないとして取引DPF提供者に問合せがあっ

た場合の内部的な標準処理期間を設ける。」 

 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置、法３条１項３号に関しては、「販

売業者等の氏名又は名称が登録された銀行口座の名義と一致しているかを確認する」とい

った項目の取組の強化が課題として挙げられようと思います。 

 他方で、努力義務の取組の開示、法３条２項については大きな進展が見られておりませ

ん。事業者団体であるJOMCが団体のウェブサイトで分かりやすく開示しておられますが、

個別の事業者や他の分野における事業者団体の取組の強化も必要になろうと思います。 

 このように、全体としては取組が進んでいるところ、一部にはまだ課題も見られます。

申し上げた点に加え、業種・業態による差は考慮する必要があるものの、特にサービス提

供系の取引DPFについては、さらなる取組の強化が求められるところでございます。 

 取引DPF提供者においては、引き続き法を踏まえた自主的な取組を強化いただくととも

に、官民協議会においてもその状況を継続的に把握する必要があります。なお、今回の調

査への回答がなかったもの、すなわち主として官民協議会を構成する事業者団体に参加し

ていない事業者となりますが、そういった方々についても回答の御協力をお願いしていく

必要がございます。 

 この点に関連して、消費者の意識については、今回の調査結果の報告によると、直販サ

イトに比べ、取引DPFを利用する傾向があり、また、販売業者等とトラブルがあった場合の

取引DPF提供者の対応を評価している傾向があります。消費者は取引DPF提供者が法に基づ
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く取組を行い、その開示が分かりやすくなされることを期待していることが明らかになっ

ています。法に基づく自主的な取組を積極的に行う取引DPFが評価され、消費者から選択さ

れ、さらに取組が強化され、一層評価、選択されるようになるという好循環を生み出して

いく必要がございます。 

 続きまして、法５条、販売業者等情報の開示請求についてでございますが、今回の調査

結果の報告によると、開示請求の件数は着実に増加しているものの、今後も継続的な制度

の周知啓発等と活用の促進を図ることが重要でございます。開示請求は販売業者等による

特定商取引法の広告表示義務が確実に履行されていれば、活用される機会は少なくなるこ

とも踏まえつつ、消費者被害の救済に資するものとなっているか、引き続き制度の細部も

含めて状況の把握を継続する必要がございます。 

 最後に、法10条の申出等についても毎月30件程度なされているところ、単に申出を受け

付けるのみならず、分析をした上で必要な対応につなげる必要がございます。さらに法に

基づく取引DPF提供者への要請も行われており、今回の要請も事案もその一つでございま

すが、形式的にはCtoC取引に見えるものであっても、実際には、売主がＣではなくＢ、い

わゆる隠れＢの事案については適切な認定をした上で、法の適用を図ることが重要でござ

います。これはCtoC取引において消費者被害が生じているとされるものに対する有効な対

策ともなります。 

 以上を踏まえまして、今回の運用状況の報告のみで直ちに結論を出すのは時期尚早であ

るものの、今年度の取引DPF提供者による取組の状況も踏まえて今後の方向性が決まって

いく部分があると考えます。引き続き事業者団体の構成員はもちろん、消費者団体の構成

員も含め、取組を積極的に実施していただくようにお願いする次第でございます。 

 以上でございます。 

 何か最後に御発言等はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、議題２に参ります。議題２の「農林水産省からの説明（種苗のオンライン取

引について）」でございます。農林水産省の輸出・国際局、氷熊光太郎室長から御説明を

お願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○農林水産省輸出・国際局知的財産課氷熊地理的表示保護推進室長（以下「氷熊室長」） 

御紹介をいただきましてありがとうございます。農林水産省の氷熊と申します。本日は

よろしくお願いいたします。私からは種苗のオンライン取引ということでございまして、

御説明をさせていただきたいと思います。 

 我々は種苗法という法律を所管させていただいているのですけれども、本日御出席の方

の中には、なかなか種苗というものについてなじみの薄い方もいらっしゃるかもしれませ

ん。種苗というのは漢字のとおり、種子ですとか苗ですとか樹木ですとか花ですとか、そ

ういったものの権利をどのように取り扱っていくのかというものを規定している法律でご

ざいます。個別の名称になってしまい大変恐縮ですけれども、例えば皆さんのなじみのあ
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る産品の「シャインマスカット」ですとか「あまおう」ですとか、こういったものの品種

登録というものをどのようにやるか、こういったことを定めている法律でございます。 

 資料に書いてございますとおり、種苗法という法律は、先ほど申し上げた種子ですとか

苗ですとか、そういったものの新品種の開発を促しまして、いわゆるイノベーションの促

進ということでございますけれども、そういった開発された品種をどのように保護してい

くかということでございまして、左に書いてございます品種登録制度というものにござい

ましては、特許ですとか、商標ですとか、意匠ですとか、そういったものと並んで、いわ

ゆる知的財産権の一種ということでございます。国（農水省）が審査をいたしまして、そ

れが新品種であるということでございましたならば、その増殖ですとか利用ですとか、そ

ういったものに関して権利を与えるということでございます。 

 これを我々は育成者権と呼んでおりまして、後ほどの説明の中でも出てくるかと思いま

すので覚えておいていただければなと考えております。知的財産権ということでございま

すので、当然ながらそれを利用する場合は権利者の許可が必要だというのが原則でござい

ます。 

 話は変わるのですけれども、種苗法という法律の中には、先ほど申し上げた育成者権を

どのように保護していくかというパートに加えて、指定種苗制度というような制度もござ

います。この指定種苗制度というのは、いわゆる農業生産上重要と考えられる植物等を農

林水産大臣が指定しまして、これを我々は指定種苗と呼んでおりますけれども、これの販

売等に際しまして、この右側に書いてございます名称、住所、生産地、発芽率とか、こう

いったものを表示するように法律上で規定しているということでございます。 

 なぜこういった発芽率等を表示していただくかということでございますけれども、これ

は外観から品種の識別ですとか、品質の判定がなかなか難しいということでございますの

で、こういったことを表示していただくことによりまして、消費者の皆さんの選択の幅を

広げるということでございます。こういったことが相まって、農林水産業の発展に寄与す

るというのが種苗法の建てつけでございます。 

 なぜその新品種が大切かということが次のページで書かれておりますけれども、上の四

角に書いてございますとおり、植物の新品種というのは我が国農業の発展を支える重要な

要素であると考えてございます。ここでいろいろな例を書かせていただいておりますけれ

ども、昨今、環境をめぐる情勢、農業をめぐる情勢、なかなか厳しいものがございます。 

 また、左下にございますように、消費者のニーズですとか嗜好ですとか、そういったも

のも変化する中で、そういったものに対応して新品種を開発していく。単に開発するだけ

ではなかなか難しいということでございますので、その開発した成果を育成者権という形

で保護いたしまして、そういった開発から利用、そして、さらなる開発へといったサイク

ルをしっかり回していくこと、これが農業の発展にもつながりますし、ひいては消費者の

皆さんの利益にもつながるということで非常に重要だと考えてございます。 

 ３ページ、話は変わりまして、コロナ禍に伴う一般の方による種苗取引の拡大という形
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で書かせていただいております。コロナ禍によりまして、いわゆる家庭菜園需要等もござ

いまして、オンラインでの種苗の取引が増えているのではないかと我々は考えてございま

す。もちろんインターネットにおける種苗の販売がすべからく違法だと申し上げるつもり

はございませんけれども、昨今、我々が見ている中でも、先ほど申し上げた種苗法の様々

な規制ですとか表示義務、こういったものが必ずしも履行されていないのではないかと思

われる出品も多々あるということでございまして、これについては農林水産省も非常に懸

念を持っているということでございます。 

 オンライン取引の拡大について、どれぐらい増えているかということに関して網羅的な

統計はないのですけれども、一部の事業者からの聞き取りによれば、特に昨今、顕著に増

えているというような例もございますので、ここに書かせていただいているのはあくまで

イメージ図ということでございますけれども、先ほど申し上げた「シャインマスカット」

ですとか「あまおう」ですとか、誰もがなじみのあるようなものにつきましても販売され

ているというような状況がございます。 

 こうした中ということで、２つ目ございますけれども、個人間の売買が増大していると

いうことでございます。他の産品と異なるのは２つ目の四角の後段に書いてございますけ

れども、増殖が容易だというようなことでございます。「増殖」というのは苗を増やす行

為でございまして、典型的には接ぎ木のようなものをイメージしていただければと考えて

おりますけれども、必ずしも専門的な知識とか器具とか、そういったものを持っていない

場合であっても増殖が容易だと。増殖が容易というのは、もちろんそれ自身も問題である

かもしれないのですけれども、先ほど申し上げた育成者権という権利が容易に侵害され得

るという意味におきまして、他の産品とはなかなか違う性質を持っているのではないかな

と考えてございます。 

 そういった中、３つ目の○でございます。もちろん適法に取引されているものも多数あ

るかもしれないのですけれども、例えばということで、苗のタグに品種名は写っているの

ですけれども、商品の説明ページというか、そういったところには品種名が書かれていな

いですとか、品種名がそもそも記載されていなくて、コメント欄に品種名を記載されてい

る。これはどういう意図を持ってやったのかよく分かりませんけれども、こういった例も

見られるということでございまして、こういったものに対してどのように対応していくの

か、これが問題になるということでございます。 

 こういったオンライン取引における苗の取引がどういう形で問題なのかというのが、４

ページで一例ということでございますけれども、もちろん商品自体が違法に売買されると

いうことは問題だろうと思います。 

 要は農業という観点から見ると、例えばでございますけれども、サツマイモの病気を左

に書かせていただいております。仮にオンラインサイト等におきまして病気を持った苗が

販売されてしまった場合、それは売買の当事者間だけではなくて、それが全国に蔓延して

しまうおそれがあるということでございまして、販売の時点で当該種苗が病気を持ってい
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るか、持っていないかというのはなかなか判定しづらい面もありますので、そういった意

味で全国に広がってしまうおそれがあるという点もございますし、そういった点で種苗の

取引というのは一種公共性があるともいえると思います。 

 先ほど申し上げた「シャインマスカット」ですとか「あまおう」ですとか、そういった

果樹の多くの品種が例えば公的な研究機関、例えば県ですとか国もあるのですけれども、

そういったところの公的な研究機関によって開発されているものが多いというようなもの

もございますので、こういった公共性をどのように考えていくのか、これが重要なのでは

ないかと考えております。 

 今、国内の話をさせていただいたのですけれども、海外との関係というものも少しずつ

出てきておりまして、左側はとある報道でございますけれども、国内サイトにおける販売

情報というものが、いわゆる海外向け代行サイトというものがあるようでございまして、

これが日本語に長けた方なのかどういう方なのか詳しく存じ上げないのですけれども、転

載されるような形で海外の消費者の方が購入できるような仕組みになってございまして、

右の図に書いてございますような形で種苗が輸出されているというような事例もあるので

はないかと言われております。 

 海外への輸出そのものが我々はすべからく問題だと言っている趣旨ではないのですけれ

ども、一度種苗が流出してしまうと、そこで産地化をして、日本の優良な品種であったり

ブランドが海外で産地化してしまうというようなことは、農林水産物の輸出の観点からも

問題だろうと思いますし、いわゆるクールジャパンというか、日本のブランド維持という

観点からも問題である。さらにその種苗が増殖容易だというような性質からも、こういっ

た輸出というものに対してどのように対処していくのか。こういうものも課題になってい

ると考えてございます。 

 話は前後するのですけれども、種苗の販売に関しましては、種苗を業として販売するよ

うな方に関しましては、ここに書いてございますような形で、育成者権者の許諾を得ずに

行う登録品種の種苗の生産・増殖、その販売・譲渡というものに関しましては、育成者権

侵害ということで刑事罰の対象となり得るので注意ということでございます。具体的な例

を幾つか書かせていただいておりますけれども、法律を知らなかったとかいうことでは必

ずしもなくて、こういった行為も処罰の対象になり得るということでございます。 

 先ほどは生産面、一部販売面でしたけれども、登録品種の販売に際して登録品種である

旨を販売するようにと種苗法で規定されてございますし、先ほど農業生産上重要と申し上

げた指定種苗の販売に際しましても、繰り返しになりますけれども、発芽率等の表示をお

願いしているということでございまして、違反した場合は罰則が適用され得るということ

でございますので、ぜひ御注意をいただきたいと考えております。 

 先ほどオンラインマーケットプレイス協議会様から悪質な事案への行政の対応事案を教

えてほしいというような形で消費者庁にいただいたと伺っております。我々もフリマサイ

ト等における違法出品というのは非常に問題だと考えてございまして、農林水産省はもち
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ろんですけれども、関係省庁、加えて警察とも連携をさせていただきまして、不適切な事

案について適切に対応していきたいと考えてございます。 

 その一例がこの３つでございます。例えば「シャインマスカット」ですとか「ナガノパ

ープル」ですとか「おひさまベリー」ですとか、そういった品種に関しまして、いわゆる

フリマサイトにおいて販売されていた方の行為が、警察と連携して、刑事罰が適用された

というような事例がございますので、こういったものにどのように対応していくのか、こ

れも重要な課題なのではないかなと考えております。 

 説明は以上なのですけれども、まとめて申し上げますと、昨今、オンラインプラットフ

ォームにおける種苗の取引が増えているということでございます。伝統的には特定商取引

法に代表されるようにいわゆるBtoCの取引が種苗においても基本ではなかったかと考えて

おります。例えば種苗業者ですとか、ホームセンターですとか、そういったところで種苗

を扱う方というのは基本的にはいわゆる専門の方であったと考えておりますけれども、い

わゆるインターネット等における取扱いが増えてきているということでございますので、

伝統的なBtoC取引だけではないような取引、こういったものが増えてきていると考えてご

ざいます。先ほど御説明した国内外への流出ですとか、病気の蔓延、こういった新たなリ

スクに対してどのように対応していくのか、これが重要なのではないかと考えております。 

 こういった状況に際しまして、一部の運営事業者様におきましては、例えば種苗の出品

等に際して警告というかポップアップ表示というか、そういったものをしていただいてい

るような事例もございます。また、分野は違うのですけれども、前半の意見交換でも出て

きたプレッジみたいな取組もあろうかと思いますので、運営事業者様を含めた関係者の皆

様と、どのような対応が今後適切かつ有効なのかということに関して、幅広く意見交換を

させていただきたいと思います。 

 こうしたルールを適正化することによって、違法な苗の販売・購入といった点におきま

して、事業者はもちろんですけれども、消費者の皆さんも変な苗をつかまないという意味

におきまして、双方が不利益をこうむらない。そういった運用面の在り方を含めて総合的

に検討していきたいと考えております。 

 早口ですけれども、私の説明は以上です。ありがとうございました。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 デジタル社会の普及において、こういった少し違った観点でいろいろな社会的な問題が

出ていることの一つの例示になっておりました。 

 ただいまの農林水産省の御説明について、前半同様に御質問や御意見がある方は挙手機

能によってお知らせいただければと思っております。いかがでございましょうか。 

 JOMC、お願いいたします。 
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○オンラインマーケットプレイス協議会 

御説明ありがとうございました。何点か質問です。 

 種苗法で先ほど御説明いただいたいろいろな義務というのは、何人もやらなければいけ

ないことなのか、それとも業としての場合なのか、業としての場合なのではないかと思い

ますが、そこの認識が誤っていないかどうかの確認が１点です。 

 あと、例えば一般の方が購入した種のパッケージなどを海外に送ろうと思った場合に、

何か輸出手続とかの段階を踏むことはあるのでしょうか。それとも無邪気に送れてしまう

ものなのでしょうか。 

 その２点をお伺いしたいと思います。 

 

○依田議長 

ただいまの御質問について、農林水産省、お願いいたします。 

 

○氷熊室長 

御質問ありがとうございます。 

 まず、１点目の販売する者に関してですけれども、いわゆる業として販売する者と種苗

法は規定されてございます。業としての考え方ですけれども、他の法律と同様に、基本的

に反復継続というのが基本ということでございます。種苗法の解釈におきましては反復継

続の意思を持って行う１回の行為を含むと考えてございますので、それはもちろん個別具

体の販売の状況とか、そういったものによって違うのでなかなか一概には言いにくいので

すけれども、どのように販売しているかとか、そういったものも含めて、それが業に当た

るかどうかというものについて、農水省のほうで判断をしていくというような形でござい

ます。 

 ２点目が、海外への輸出ということの御指摘をいただきました。今日は説明の時間上、

説明は省かせていただいたのですけれども、実は令和２年に種苗法を改正させていただい

ておりまして、海外への流出防止をどのように図っていくのかという観点から、主に種苗

法を改正させていただいています。今、登録されている品種は、海外に持ち出さないでく

ださいというような制限をかけている品種が多くございます。その観点から、仮に個人の

方も含めてですけれども、当該規制というか、輸出してはいけないものを輸出するという

ような場合には、今申し上げた種苗法の規制の対象となり得るということでございますの

で、そういった観点で、例えば税関ですとか、そういったところを含めて適切に対応して

いくということかと思います。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 続きまして、情報通信消費者ネットワークの長田様、お願いいたします。 
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○情報通信消費者ネットワーク 

私は個人的には住んでいる町で、農家の方に教えていただきながら少しだけ畑をやった

りしているのですけれども、それをやり始めて、初めて種苗法というものがあって、きち

んとしたところから苗にしろ種にしろ手に入れなくてはいけないこととかは農家の方を通

して教えていただきましたということで、知らない人が本当にまだまだいっぱいいるので

はないかという気がしています。 

 でも、コロナ禍が始まってから、すごくいろいろな方が畑や、何かを育ててみたいと思

う方もすごく増えていて、その知識を広めるために、農水省が何をやっていらっしゃるの

か教えていただきたいなと思いました。ここでひともうけしてやろうと思って悪意を持っ

てやっていらっしゃる方もいるかもしれないけれども、そうではなく、全然知識がなくて、

自分のところで育ってしまったものを売りましょうと思ってしまう人もいるのではないか

という気もしますので、農水省としての取組を教えていただければと思います。 

 以上です。 

 

○依田議長 

ありがとうございました。 

 農林水産省、お願いいたします。 

 

○氷熊室長 

御質問ありがとうございます。 

 種苗法の様々な規制への理解をどのように広げていくか、非常に重要な観点かと考えて

おります。これをどこまでやるのかというのはなかなか難しいところではございますけれ

ども、昨今いわゆるフリーマーケットサイト等における販売が増えてきたというようなこ

とを奇貨といたしまして、農林水産省のホームページにおきましても、そういった販売に

際して気をつけていただきたいことについて、いわゆる説明ページも設けさせていただい

ております。また、各種研修におきましても、こういった苗の販売ですとか増殖ですとか、

そういったものが気をつけなくてはいけないということを、いろいろな場で普及させてい

るところでございます。 

 まだまだ足りないというような御指摘もあろうかと思いますので、例えば本日におきま

しては、必ずしもこれまで我々がリーチできてこなかったオンラインマーケットサイトの

方も含めて御説明をさせていただいているところでございますので、様々な場を活用しな

がら、いわゆる種苗法の規制というものがいろいろなところでかかるということをしっか

り説明していきたいと考えております。ありがとうございます。 

 

○依田議長 
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ありがとうございます。 

 続きまして、日弁連、お願いいたします。 

 

○日本弁護士連合会 

ありがとうございます。 

 まず、消費者庁に確認したいのですが、種苗法違反は規則の３条に、取引DPF消費者保護

法の対象となる違反が列挙されているわけですが、３条１号から５号には今のところ当た

らないという認識でよろしいでしょうか。 

 

○依田議長 

こちらについて、消費者庁のほうから御回答をお願いいたします。 

 

○落合室長 

ありがとうございます。 

 法３条という観点では、もちろん種苗等を出品している販売業者の管理的なところにな

ってきます。法４条の方では商品の原産地とか、そういったものに関する虚偽誇大表示を

した場合には当たってきますので、そういう観点では出品者、サイト上の出品者が業とし

て行っている場合となりますが、そこの部分は当然この法律に当たってくると認識してお

ります。 

 

○日本弁護士連合会 

規則の３条なので、安全性以下、原産地とかももちろんあるのですが。 

 

○落合室長 

これは今申し上げた法４条に係る規則３条だと思います。その規則３条のうち、条文と

して「商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名」という規定がありまして、ここ

に一定程度抵触してくるケースもあろうかと思います。もちろん個別の取引の状況を見て

みないと分からないというのもあります。 

 

○日本弁護士連合会 

分かりました。これは制定したときに知財侵害を全部入れてくださいという議論が一応

あって、商標以外は１条に消費者保護が入っていないから駄目だといって蹴られているわ

けです。今、実は著作権侵害も直接は３条の１号から５号に入ってなくて、当初から日弁

連としては全部知財侵害を入れたほうがいいという意見だったわけですけれども、今、実

際にこのように種苗法違反、種苗法はそのときもあまり想定はしなかったのですが、知財

の一種である種苗法違反が入っていて大きな問題であるとすれば、先ほどの見直しの際に
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でも、例えば３号のところで商標以外の知財を入れるとか、４号のところはいまのところ

は公的な許認可だけですが、要するにライセンス、許諾を得なければいけないけれども、

得られていないみたいなものを入れていくというのも検討されるべきだろうと思います。 

 もちろん任意の協力で事業者というか団体も御協力されているということでしたが、規

則で入っていないのに任意で協力していただくというよりは、限定列挙になっている以上

は必要なものは入れたほうがよいのかなと思いました。 

 あとは農水省の御説明にもあったように、隠れＢ的なものが非常に強くなってくるので、

こちらは各団体において積極的に隠れＢを洗い出して、種苗についてはテイクダウンして

いただくのが必要かなと思います。おそらく小遣い稼ぎでやっていたりする人と、割と本

格的に密輸するためにやっている人と二通りいるのかなと思いますので、いずれも対応し

ていただけると、先ほどの話だと疫病とかの問題もあって非常に危ないので、徹底してい

ただけるとよいかなと思います。ありがとうございます。 

 

○依田議長 

ただいまの日弁連の御指摘は大変重要な指摘でございまして、この取引DPF消費者保護

法のことを検討していた基となった研究会、委員会において、確かに一義的にはこうした

取引において消費者が直接不利益や被害をこうむるようなケースを想定して、その救済と

して法を考えていたところはあったと思います。 

 ただ今回、農林水産省から非常に重要な問題指摘を受けて、経済学でいうところの外部

効果、例えば公害や感染症のような形で、ある人が取引をした結果、それが別の消費者に

対して不利益や危害が拡大していくようなケースは当然考えられて、例えばバッテリーが

爆発して、その当事者のみならず隣家においても被害が及ぶようなケースもありましたこ

とから、そうした意味においては、こうしたDPFにおける不適切な取引の結果として、当該

取引をした当該当事者のみならず、それ以外の一般消費者にも被害が及ぶような場合にお

いては、この取引DPF消費者保護法は適用可能であると観念することが、むしろ妥当であろ

う。 

 つまり一般論でいうところの公序良俗について反するような取引というのは、その保護

の観念に及ばないというような考え方からDPFは適用可能だと考えておりますが、これに

ついて、もう一度消費者庁のほうからどのようなお考えかを御議論いただければと思いま

す。 

 

○落合室長 

今の依田議長、それから、日弁連の御指摘はともに重要なものと考えております。この

取引DPF消費者保護法につきましては、まず、通信販売取引の適正化とありますが、他方

で、その適正化の中で一見すると、BtoCの特にＢの販売条件とか広告のところに着目し

ているものと、そもそもの取引の内容が不適切な場合、そして、今のそういった場合と
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いうのは広告表示にも虚偽誇大表示があり得る場合もありますので、そういうところを

よく見ていきたいと思います。もちろん一義的にはそれぞれ、今、種苗法も御説明があ

りました保護法益があって対応されるので、よく連携してですが、当然BtoCの通信販売

取引で不適切なもの、それから、法益を侵害するものがあった場合、特に広告表示条件

等に着目して、こちらからも適切な対応をしていくという考え方でございます。 

 

○依田議長 

JOMC、お願いします。 

 

○オンラインマーケットプレイス協議会 

問題意識というのは分かるのですけれども、影響をよく考えた上で対応する必要がある

と思っていまして、これはいつもそうなのですけれども、そもそもの販売規制としてちゃ

んと適切に設計されているか、販売規制が十分かという観点も考えた上で、なお、その上

でプラットフォームに何をしてもらうべきかというところを考えていただきたいと思って

います。 

 先ほどのお話だと、業としての場合が対象になっていて、何人でもないということは、

無邪気な人は買ってしまうし、無邪気な人はそこからおすそ分けすることは可能な状態に

なっていますので、これだけ家庭菜園とかが増えた段階で、広がることを避けたい、禁止

したいのであれば、そもそもの譲渡制限をしっかりしない限り、難しいところもあると思

いますので、基本的にもともと販売すること自体がきちんと違法となっているかどうかと

いうところも含めて検討した上で、出品者に法令を守らせるために、プラットフォームと

してどういうことができるかというのを考える必要があると思いますので、そこはよくよ

く慎重に考えていただきたいと思っております。 

 例えばそもそも他人がつくった苗は公衆衛生上で問題ということだったら、ガーデニン

グはおすそ分けとかをやってはいけませんという話になると思いますし、そこら辺も踏ま

えてきちんと影響とかを慎重に考えながら、何を目的としようとしているのかを踏まえて

御検討いただければと思います。 

 プラットフォームがこの法律の対象かどうかにかかわらず、問題が起きているのであれ

ば、プラットフォームとして協力はしようと思っています。先ほどの「業として」の解釈

については、ほかの法令と比べて曖昧だなとか、その割には罰則がきついのに大丈夫かな

と思ったりしたのですけれども、協力はしたいと思っています。それはそれで個別にお話

しさせていただくとして、全体として、もし法令に何か加える場合には、影響の範囲をし

っかり考えた上で、販売規制がちゃんとされているかというところも踏まえて御検討いた

だければと思います。 

 以上です。 
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○依田議長 

ありがとうございます。 

 ただいまの御意見に対して、農林水産省のほうから何かリプライはございますか。 

 

○氷熊室長 

ありがとうございます。 

 今の御指摘は非常に重要だと考えてございまして、一口に種苗と申しましてもいろいろ

な種苗があろうかと思います。例えば御説明を申し上げた農業生産上非常に重要な品目も

ございますし、輸出に非常に有望な品種というものもございますし、一方で、例えば過去

に育成者権を取っていたけれども、その期間が切れて、それが一般にも利用し得るような

状態になっている種苗もございますので、どういった種苗を何の目的で、どういった対応

が必要なのかということも、一般の販売実態も踏まえまして対応していかなくてはいけな

いと考えております。 

 もちろん種苗そのものにつきましては、適法に販売されている範囲においては、それは

当然合法という形でございますので、そういった原則との絡みも含めまして、しっかりと

検討してまいりたいと考えております。 

 

○依田議長 ありがとうございます。 

 ほかに何か御意見・御質問はございませんでしょうか。 

 こういった形でデジプラにおいては当初想定していなかったり、あるいは法の規定等が

及ぶ範囲が非常に曖昧な部分がどんどんこれから問題化・顕在化してくることもございま

すので、その都度走りながら、いろいろな形で我々が今議論しているような取引DPF消費者

保護法も含めて検討していかないといけない。そのためにこうした官民協議会の場が非常

に有効であり、かつ重要になっていくかと思います。それはまさに共同規制の法の理念・

精神になっているかと思っております。 

 時間はほぼ尽きてきているところでございますが、全体を含めて何か、今回のことも含

めて御意見・御質問があればと思いますが、いかがでございましょうか。 

 農林水産省のほうから、御説明の中で何か最後に付け加えたい、あるいは最後に述べた

いようなことはございますか。 

 

○氷熊室長 

議長、ありがとうございます。 

 説明の繰り返しになるのですけれども、今、農業生産上も消費者の利益という観点から

も、こういった種苗のオンライン販売というものの問題が顕在化しているということでご

ざいまして、もちろん現行の種苗法の中で農林水産省はしっかり対応していくということ

でございますけれども、本日御列席のオンラインプラットフォームの事業者も含めまして、
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先ほどJOMCからは御協力させていただきたいというようなお話もございましたので、個別

にどのような対応が可能かということにつきまして、ぜひ今後、意見交換をさせていただ

けたらと考えております。 

 本日は、御説明の機会をいただきましてありがとうございました。 

 

○依田議長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これで第５回の官民協議会の議事を終了させていただきたいと思いますが、

最後に事務局から今日の２つの議題を通じ、あるいは今後の連絡等がありましたらお願い

いたします。 

 

○落合室長 

本日も誠にありがとうございました。 

 まず、議題１の関係ですけれども、これは継続的に調査をしていくということで、引き

続き御協力をお願いします。また方法はさらに工夫してまいりたいと思います。 

 議題２も重要なところで、販売業者等に対する規制もしっかりやっていく。その上で、

取引DPF消費者保護法も対象になってくるわけですが、オンラインマーケットプレイスの

運営者が果たす役割が期待されているのだろうと理解しております。 

 あと、参考資料４をお配りしております。これは御紹介だけですけれども、消費生活ア

ドバイザーは消費者と企業や行政との「かけ橋」として消費者の意向を企業経営や行政の

提言に反映させる。それから、消費者からの相談に対して迅速かつ適切なアドバイスがで

きる人材を養成するという目的で実施する消費生活アドバイザー試験に合格して、かつ、

一定の要件を満たされた方に対して消費生活アドバイザーの称号を付与するものと承知し

ております。 

 ３ページ、さらにCAPという形でエントリー資格も設けられていると承知しています。今

回参加してくださっている事業者団体の御出席者の中にも消費生活アドバイザーの資格を

お持ちの方もいらっしゃると伺っておりますけれども、他の事業者団体、それから、販売

業者も含めて、こういった制度があることを御参考までに御紹介しました。 

 あとは、日程の関係です。次回の官民協議会につきましては、９月頃に構成員の皆様に

日程等の御照会をさせていただきます。 

 本日の議論につきましても速やかに議事録を作成し、御確認いただいた上で早めに公表

したいと思いますので、御協力をお願い申し上げる次第です。 

 私からは以上でございます。 

 

○依田議長 ありがとうございました。 

 本日は、お忙しいところを御参加いただき、また、活発な御議論をいただき、本当にあ

りがとうございました。官民協議会も板についてきて、非常によいものとなってまいりま
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したので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 では、これで終了とさせていただきます。ありがとうございます。 


